
出国する時の準確定申告をする場合の記載例  
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○ 記載手順については、この記載例で示している「平成 30年分 所得税及び復興特別所得税の確定
申告の手引き 確定申告書 B用」の該当ページを参照してください。 

 

◎ 申告書は複写式になっています。申告書第一表と第二表を折りたたんだまま記入せず、広げるか、中央のミシン線で切り離 

してから、黒いインクのボールペンで、強く記入します。 

◎ 2枚目は複写式の控えになっていますが、取り外して使用しても差し支えありません。申告書を提出するときは、2枚目は 

取り外してください。 

● マス目に数字を記入する場合は、記入例①にならって、マス目の中に丁寧に記入してください。 

● 1億円以上の金額がある場合は、記入例②にならって記入してください。 

● 訂正する場合は、記入例③にならって、訂正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白に適宜記入してください。 

 

国
税

 
１月１日から出国する日までに生じた全ての所得に 

ついて、出国前までに確定申告をする場合 

手順１ 
７ページ 

参照 

手順２ 
８ページ 

参照 

手順３ 
１３ページ 

参照 

手順４ 
２１ページ 

参照 

手順５ 
26ページ 

参照 

 
該当する事項

がある方のみ

記入します。 

【第一表】 

出国予定日を余

白に記載しま

す。 

○黒字の場合… 

100 円未満の端数

を切り捨てた金額

（黒字の金額が

100 円未満の場合

は「０」）を記入し

ます。 

 

○赤字の場合… 

金額の頭に「△」

又は「－」をつけ

てそのままの金額

を記入します。 

明治・・「1」 

大正・・「2」 

昭和・・「3」 

平成・・「4」 

「準確定」と記

入します。 

手順５ 
26ページ 

参照 
 

還付される税

金がある方の

み記入します。 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/index.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/index.htm
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手順３ 
１３ページ 

参照 

「準」の文字を書き足し

します。 

控除対象配偶者、同一生計配偶者や扶養親族などのマ
イナンバー（個人番号）も記入する必要があります。 

【第二表】 

◎ 給与所得者や公的年金等の雑所得のある方は、支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票（原本）」や「公 

的年金等の源泉徴収票（原本）」を添付書類台紙に貼付して、確定申告書と一緒に提出してください。 

◎ 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方は、総収入金額及び必要経費の内訳を記 

載した「青色申告決算書」や「収支内訳書」を確定申告書と一緒に提出してください。 

【ご注意】 

※ 記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。 

平成 31年（2019年）１月１日において、日本国内に住所
を有しない場合は、平成 31年（2019年）度の住民税につ
いては、納税の義務はありません。 

手順６ 
２７ページ 

参照 

（出国するまでの収入金額及び所得控除に関する事項） 

○収入 給与所得（参考１のとおり） 

○生命保険料控除 旧一般生命保険料   80,000円 

○寄附金控除（ふるさと納税・○○市）  30,000円 

○家族構成 妻（国税 良子・所得０円） 

手順１ 
７ページ 

参照 

手順２ 
８ページ 

参照 

出国するまでの

間に支払った社

会保険料、生命

保険料、寄附金

等について各種

控除を受けるこ

とができます。 

控除対象の判

定は、出国時

の現況で判断

します。また、

配偶者や扶養

親族に所得が

あるときは、

出国する年１

年分の所得を

出国時の現況

で見積もって

判断します。 



出国する時の準確定申告をする場合の記載例  

（受給者番号）

（役職名）

千 内

千 円

千 円 千 円 千 円 千 円

月 日 円

月 日 円

氏名又は名称 ○○産業株式会社 （電話） ××－××××－××××

住所（居所）

又は所在地 ○○区○○　×－×－×

支

　

払

　

者

(
受
給

者
交
付

用

)

○ 59 11 230

平 年 月 日就職 退職 年 月

特

別

そ

の

他

一

般

特

　

別

中  途  就  ・  退  職 受  給  者  生  年  月  日

日 明 大 昭

災

害

者

乙

　

 

欄

本人が障害者 寡　　　婦 寡

夫

勤

労

学

生

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

氏名

区

分
4

（フリガナ）
区

分
4

（フリガナ）

氏名

個人番号

氏名 3

（フリガナ）
区

分氏名3

（フリガナ）
区

分

個人番号

個人番号

氏名 氏名2

（フリガナ）
区

分

氏名

（備考）

1

6
歳
未

満
の
扶

養
親
族

1

（フリガナ）
区

分氏名

控
除
対

象
扶
養

親
族

1

（フリガナ）
区

分

個人番号

2

（フリガナ）
区

分

個人番号

氏名

円

国民年金保険

料等の金額

円

旧長期損害

保険料の金額

円

（源泉・特別）

控除対象

配偶者

（フリガナ）
区

分 配偶者の

合計所得

円
居住開始年月日

（２回目）

年
住宅借入金等特別

控除区分(2回目)

住宅借入金等

年末残高(２回目)

居住開始年月日

（１回目）

年 住宅借入金等特別

控除区分(1回目)

住宅借入金等

年末残高(１回目)住宅借入金等

特別控除の額

の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数

住宅借入金等

特別控除可能額

円
旧個人年金

保険料の金額

円円
旧生命保険料

の金額

円
介護医療保

険料の金額

円
新個人年金

保険料の金額

生命保険料の

金額の

内訳

新生命保険料

の金額

平成30年５月23日出国

（摘要）

294 617

内

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

人 人 人人 従人 人 従人 人 内従有 人 従人 内有

特　　定 老　　　人 そ の 他 特　　別 その他
　　の 有 無 等 老人 控 除 の 額

（　配　偶　者　を　除　く　。　） （ 本 人 を 除 く 。 ）
（ 源 泉 ） 控 除 対 象 配 偶 者 配 偶 者 （ 特 別 ）

控　除　対　象　扶　養　親　族　の　数 16歳未満

扶養親族

の数

障　害　者　の　数 非居住者

である

親族の数

67 850560

円 千 円 円 千 円

給与・賞与
内 千

2 115

源　泉　徴　収　税　額

国税　　太郎

氏

　

名

（フリガナ）　 　　　　コクゼイ　　　タロウ

支　払

を受け

る　者

住

所

又

は

居

所

○○市△△町×－××－×

種　　　　　　　　　　別 支　　　払　　　金　　　額 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 所 得 控 除 の 額 の 合 計 額

平成30年分　　給与所得の源泉徴収票

国
税
国
税

（参考）給与所得の源泉徴収票 

（記載例） 

 国内に住所を有していない又は有しないこ

ととなる場合に、申告書の提出その他国税に

関する事項を処理する必要があるときは、納

税管理人を選任する必要があります。納税管

理人を定めたときは、納税地を管轄する税務

署へ『所得税の納税管理人の届出書』を提出

してください。 

 

※ 届出書の様式や書き方等は国税庁ホーム

ページ[手続名]所得税・消費税の納税管理

人の届出手続に掲載しておりますのでご覧

ください。 

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

